
第 76 回国民体育大会実施要項（剣道競技）の修正について 
 

 

頁 修正前 修正後 

168 ６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

(4) 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ

指導者制度に基づく公認剣道指導員、公認剣道上級指導

員のいずれかの資格を有する者。 

    

 

 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

(4) 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ

指導者制度に基づく公認剣道コーチ１、公認剣道コーチ

２のいずれかの資格を有する者。 

 

 


